
　１．はじめに

　２０世紀初頭に米国では大気汚染が問題となった。

当時は、大工場から放出され近くの住宅や企業を覆

い尽くすほど充満する煙が懸念の的となった。複数

の排出源から発生し遍在する大気汚染の脅威がロサ

ンゼルスで初めて認知されたのは１９４０年代後半のこ

とで、その後数十年で、問題はさらに深刻化した１）。

　次章で説明するように、大気質の目覚しい改善は、

１９７０年代後半に始まり、２１世紀初頭まで続いた。
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　ロサンゼルス大都市圏では、公衆が大気汚染特にオゾンの影響にさらされる度合いは過

去２３年間で８０％低下した。この改善は、米国における大気質管理の大きな成果の一つとし

て正しく認知されている。しかし、この成果にもかかわらず、ロサンゼルスでは、米国大

気浄化法に定める大気質遵守期限が現在までに一回も守られたことがない。大気質基準遵

守期限は、２０１０年と定められているが、ロサンゼルスでは、最近、米国環境保護庁（ＥＰＡ）

がこの期限を延長した。期限までにまだ６年あるが、この措置は、本質的には、今回もま

た期限を守ることができないことを表明するものである。本稿では、２３年間大幅な改善を

実現するために講じられた措置を検証し、期限が厳守されなかった理由に言及するととも

に、２０００年以降考えられる未改善の理由についても考察する。ロサンゼルス大都市圏で公

衆が大気汚染にさらされる度合いが８０％低減された主な要因は、体系的な大気質管理アプ

ローチが使用されたことにある。

���������	
���������	���������	���

：���������	
������	�������������	��

���������	�
��＊

��������	
����	�������������������������������	
�
��	���	��	�����	����������	
��

��������	���
�����	�������������������������	�
���������������������������������	
��

���������	
��
���
�
���
�����
�������������	�
��
���
����	�
���������	��������

���������	��
���������
����������������������	
��������������������
�
����������	�
�

���������	
�����	
�
����	
����������������������	
����������������������������

����������	
���
��������������������������	
	������	��	��	�	�
��������������	
����	�

�����������	����
�����������������������������	�
�����
�������������������������	
�

����������	��
���	�������������������������		��

���������������������������

��������	
�	�	������������	���	�����������	��
����	���	������	
���������������	�

�����������	�
�����
���
����	�����������������	
�����������	����
��
���������������

���������	��
��������	���
����	�������������	

��������������������������������	�
��

�����������	
������������������
���������������	����
�������������������������	
����

�����������	���
��
���������
����������������	
�	��	��������������	��������������	�
������

��������������	
�����������������	�����

　＊ カリフォルニア大学リバーサイド校環境研究技術センター
　ディレクター
　Ｄｉｒｅｃｔｏｒ， Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｐｏｌｉｃｙ Ｃｅｎｔｅｒ ｆｏｒ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ
　Ｒｅｓｅａｒｃｈ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ， Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ ａｔ Ｒｉｖｅｒｓｉｄｅ
　原稿受理　２００４年４月２６日

７８



　ロサンゼルスでの大気質管理の取り組みは三期に

分類できる。第一期は１９５０～１９７７年、問題が初めて

認知されて取り扱われたが、大気質は、実際にはほ

とんど改善されなかった。第二期では、指定された

大気質計画・大気汚染抑制プログラムに基づき集中

的に取り組みがなされて、かなりの成功を収めた。

第三期が現在の２１世紀の取り組みであるが、ほとん

ど進展していないようで、近年ではロサンゼルス大

都市圏の大気質は、また悪化しているようである。

　この一進一退のパターンから、大都市での効果的

な大気質改善に関連するプロセスについて有益な教

訓を得ることができる。

　２．大気質改善に向けての初期の取り組み

　１９５０年代にはロサンゼルスの大気質が非常に悪化

し、わずかに数マイル先の山々も煙霧で見えなくな

った。市民は涙目や汚染された空気の吸引による肺

疾患に悩まされた（Fig.1）。このように健康に大き

く影響するため、この問題に関する議論が沸き上が

り、結果的にこの問題を早急に解決する初期の取り

組みがなされるようになった１）。

　まず大気質監視システムが確立された。そして大

気汚染源が明確にされ、その一部は規制の対象とな

った。裏庭でのゴミ焼却は禁止、地元のタイヤ製造

工場は、大気浄化命令を受けた。しかし、初期のこ

うした取り組みは、一部の大気汚染源に関する問題

解決につながったかもしれないが、この問題全体に

はほとんど効果がなかった。そして大気汚染度が低

下することもなかった。

　一方、自動車がこの問題の要因となっている可能

性を問う声が上がったが、そうした声は自動車が原

因であるはずがないと主張する米国自動車メーカー

によってすぐにかき消された。カリフォルニア工科

大学のハーゲンシュミット教授が１９５０年代に重要な

調査を行い、ロサンゼルスのスモッグの原因である

化学化合物や大気プロセスを特定した。この情報を

得て、規制機関は自動車の燃料蒸発ガスを減らすた

めの限定的規制を導入し、触媒を使った自動車改善

について検討したが、あまり進展は得られなかった。

　しかし、１９７０年と１９７７年の米国大気浄化法改正に

より、大きく前進した２）。　これらの改正で、国の大

気質基準設定プロセスの確立、科学的大気質計画プ

ロセスの義務化、規定の計画プロセスに違反した場

合の罰則の設定が実現したほか、政府が法律要件を

遵守しない場合は、市民団体が政府に対して提訴す

ることが可能となり、さらには自動車排ガスを９０ ％

削減することが義務づけられた。大気浄化法に基づ

く計画プロセスでは、排出源とその相対的分布を明

確にした排出総量の確保、大気質基準を満たす上で

必要となる排出削減量の事前特定、当該基準遵守期

限の設定が求められた。

　１９７７年には、カリフォルニア州が連邦政府とは別

に重要な措置を講じた。政府間の衝突をなくすため

に、同州は、地理的なロサンゼルス周辺地域（大気

区域） 全体を一規制機関の管理下に置いた３） 。 しかし、

１９７７年以前は、内陸地域よりも存在する企業数が多

いにもかかわらず大気汚染が比較的少ないロサンゼ

ルス郡は、同郡が主要な排出源であることを否定し、

企業の大気汚染源を規制する厳しい措置を講じるこ

とを拒否した。そのような状況下、カリフォルニア

州の措置により南岸部大気管理局（ＳＣＡＱＭＤ：

Ｓｏｕｔｈ Ｃｏａｓｔ Ａｉｒ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ）が設

置され、同局には、カリフォルニア大気資源委員会

（ＣＡＲＢ：Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ Ａｉｒ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｂｏａｒｄ）や南カリ

フォルニア地方自治体連合会と連携して米国大気浄

化法に定める計画要件を満たす任務が課された。

　ロサンゼルス周辺の主要な大気汚染地域は、南岸

部大気区域（Ｓｏｕｔｈ Ｃｏａｓｔ Ａｉｒ Ｂａｓｉｎ）と呼ばれていた。

１９８８年にカリフォルニア州は、第二段の重要な措置

を講じて、ＳＣＡＱＭＤの権限を拡大する州法、３年

毎に新規の大気質管理計画を義務づける州法、同じ

包括的計画中で全ての汚染物質を考慮することを義

務づける州法を採択した４）。

　これらの連邦や州の措置により対策が講じられた

結果、１９７７～２０００年には１０年間ごとに大気汚染を被
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Fig. 1　１９５０年代ロサンゼルスの大気汚染による涙目に悩む
　　　　市民



る人の割合が５０％ずつ低下した５）。２０００年には、

Fig.2に示すような州や連邦の基準を違反する大気

汚染度の発生頻度は、年間４０日となった。この違反

数は、まだ多いが、１９７７年の２４２日と比べると確か

に改善されている。

　将来を展望すると、興味深い点として、１９７６～

１９８７年の改善率が維持されていたならば、最近の違

反日数は年間約７３日となるはずで、さらに大気質基

準遵守期限である２０１０年には４６日となるはずである。

しかし、実際にはこれ以上の改善が達成されている。

また、１９８８～１９９９年の大気質改善率を使用して試算

すると、今日の違反日数は３日、２００５年以降は、違

反日数ゼロということになる。明らかに、この改善

率は、維持されていない。一方、大気質基準違反日数

が最近増加している事実に基づき試算すると、大気

質は、２０１０年には１９９２年レベルに戻る可能性がある。

　３．１９７７～１９８８年の南岸部大気区域での

　　　大気質改善プロセス

　１９７０年の大気浄化法改正により、連邦政府は、大

気質基準を設定することを義務づけられ、ロサンゼ

ルスは１９７５年までに上記基準を満たすための州の実

行計画（ＳＩＰ：Ｓｔａｔｅ Ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎ Ｐｌａｎ）を策定す

ることを義務づけられた。進展を得るには大気質目

標や目標達成期限を設けることが必要であることを

米国議会も認めた。しかし残念ながら、１９７７年にな

っても本来１９７５年に設定されている大気質基準遵守

期限の達成には程遠いことが明白となった。そこで

大気浄化法の新たな改正により、ロサンゼルスと他

の汚染がひどい地域については、大気質基準遵守期

限が１９８７年まで延長された ６）。具体的な目標が達成

されることはなかったが、１９７０年の大気浄化法改正

により、１９７２年にロサンゼルスで開始された重点的

計画プロセスが活発化した。

　有効な大気質管理につながる重大な役割を果たし

たのは、この体系的計画プロセスであった。世界各

地で最近展開されている大気質管理プログラムの中

には、体系的計画プロセスを開発する努力をしてい

ないものもあるようである。１９５０～１９７５年のロサン

ゼルスのように、当該プログラムが失敗に帰する原

因は、この体系的計画プロセスの欠如にあるようで

ある。有効な計画プロセスは、Table 1に示す六要

素から成る。

　１９７０年の米国大気浄化法改正案に伴い設定された

実行計画プロセスでは、最初の五要素が要求された。

六番目の要素は、１９８８年までロサンゼルスの計画に

は盛り込まれなかった。六番目の要素は、次項で触

れるカリフォルニア大気浄化法の制定がきっかけと

なり、１９８８年にロサンゼルスの計画に盛り込まれた。

カリフォルニア大気浄化法の１９８８年度改正により、

全ての大気汚染物質関連の問題を同じ計画において

評価することが規定されたが、米国大気浄化法に基

づく計画プロセスでは各大気汚染物質ごとに個別の

計画が必要であった。この重要な相違点については

４章で説明する。

　表にそって説明していこう。

　３－１　大気質関連の問題の明確化

　大気質管理で最も理解され受容されている側面が

大気質関連の問題の明確化である。ほとんど全ての

地域が大気質管理プロセスの非常に早い段階で何ら

かの形の大気質監視制度を設ける試みを行っている。

大気質監視によって通常、大気質関連の問題源が明

確にされることはないので、どの利害グループも大

気質監視に異議を唱えることはない。　そのため、

今日世界中のほとんどの大都市が行っているように

ロサンゼルスでも大気質監視制度が早急に確立され

た。ロサンゼルスは、南岸部大気区域に散在する３４

の大気質監視所をつなぐネットワークを構築した。
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Fig. 2　１９７６～２００３年の南岸部大気区域での大気質改善の傾向

Table 1　有効な大気質管理プログラムの六要素

１．大気質監視による問題の明確化
２．慎重に設計された排出インベントリプロセスによる問題

源の明確化と大気質サンプルの特徴の明確化
３．受容可能な大気質レベルを達成するために必要な汚染削

減規模の推定
４．バランスの取れた費用対効果に優れた方法で汚染削減を

実現するために必要な大気汚染規制の設定
５．設定された規制の導入と妥当な強制権を使っての当該規

制の実施
６．大気質管理計画の日常審査とプロセスのやり直し・改善



大気質監視は、それだけでは大気質改善につながる

ことはないのだが、都市部では大気質監視を行いそ

の結果を報告するだけで、他に何も対策を講じない

ことが一般的である。前述したように、ロサンゼル

スでは早期に大気質監視制度が設けられて、その後、

制度の改良も行われたが、結果的に大気質が改善さ

れることはなかった。大気質監視制度は、必要では

あるが、その目的は、問題の程度の明確化に限られ、

それ自体で最終的なものと見なすことはできない。

　３－２　大気質関連の問題源の明確化

　大気質関連の問題源の明確化は、体系的大気質管

理の二番目に重要なステップを意味する。大気質関

連の問題源があまり理解されていなければ、排出削

減の判断は、推測にすぎない。ロサンゼルスが裏庭

での焼却を禁止し、地元のタイヤ工場が排出削減を

迫られた汚染防止期の早期にはそれが実情であった。

これらの対策は、貴重であったが、当時、管理下に

あった排出源が総排出量に占めた割合は、数パーセ

ントにすぎないようであった。このように、排出管理

を行っても顕著な大気質改善にはつながらなかった。

　Fig.3に１９９３年という時間枠内でのロサンゼルス

における相対排出量を示す７）＊１。

　この図から分かるように、１９９３年には排出量の大

部分をオンロード移動排出源からの排出が占めてい

たが、オフロード排出源、点排出源、面排出源も重

要であった＊２。１９９３年以降、ロサンゼルスの大気質

を改善する上で、オンロード移動排出源が今後も戦

略の主要な部分を占めるにちがいないが、点／面／

オフロード排出源にも対処する必要がある。

　３－３　必要な排出削減規模の決定

　地域内の主要な大気汚染問題源に関する知識を持

っていれば、費用対効果に最も優れた大気質改善方

法について合理的な意思決定を行うことができる。

しかし、当然ながら以下に示すように良くも悪くも

政治も重要な役割を果たす。Fig.4には、南岸部大
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Fig. 3　南岸部大気区域（ロサンゼルス大都市圏）でオゾンや
微粒子の一因となる汚染物質排出源の比較
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Fig. 4　各種排出源カテゴリに関連する排出削減

　＊１　議論を分かり易くするために、排出量を分類した。オゾ
ン関連の汚染物資とは、反応性有機化合物、窒素酸化物
を指すほか、多少は、一酸化炭素もそれに含まれる。グ
ラフの場合、オゾン関連の汚染物質 ＝ 反応性有機化合
物排出量 ＋ 窒素酸化物排出量 ＋ 一酸化炭素排出量の
１０％（これは、オゾン形成においてＣＯが果たす役割が非
常に小さいためである）、微粒子関連の排出量 ＝ 窒素酸
化物排出量 ＋ 硫黄酸化物排出量 ＋ ＰＭ１０排出量 ＋ 反
応性有機化合物排出量の２０％。このアプローチは、大気
中でのオゾンや微粒子の形成に関連する複雑な問題を単
純化し過ぎているとの認識があるが、一般的に政策を協
議する時には役立つアプローチである。

　＊２　簡単に定義しておこう。オンロード排出量は、伝統的な
自動車やトラックからの排出量を意味する。オフロード
排出量は、建設機材、列車、航空機、船舶などをカバー
する。点排出源は、精油所などの大規模な固定排出源で
ある。面排出源は、それより小規模の固定排出源で、総体
的には高レベルの汚染物質を排出する。家庭用湯沸かし
器、芝刈り機、建築塗料が面排出源の典型的な例である。



気区域での各種排出源カテゴリに関連する１９８７年～

２０００年の排出削減状況を示す。

　この図から分かるように、南岸部大気区域内の交

通量は、年間約３％の率で増加しつづけていたが、

オンロード移動排出源からの排出量は１３年間で大幅

に削減された。この改善の主因は、製造段階での自

動車排ガスの大幅削減にある。新車両からの排ガス

量は、初期の１９７０～１９９０年に約９０％削減された後、

１９９０～２００３年にさらに９０％削減され、多くのケース

で排出総削減率９９％以上を達成した。今後数年間は、

古い車両がクリーンな新車に取り替えられるので引

き続き排ガス量は減少するであろう。運転した時に

ほとんど排ガスを出さないガソリン車が複数の自動

車メーカーによって実際に実証済みである＊３。

　点排出源は、オンロード移動排出源と比べると小

さいが、やはりこの同じ時期に約５０％削減された。

同じく注目に値する点として、溶媒関連の規制によ

って面排出源からのオゾンに関係する排出量が大幅

に減少した。しかし、面排出源からの粒状物質排出

量は、全く減少しなかった。さらに重要な点として、

オフロード移動排出源からの排出量は、オゾンに関

係する汚染物質については実際には横ばい状態で推

移し、微粒子関連の汚染物質については増加した。

　一部の面排出源からの排出規制には政治が重要な

役割を果たし、オフロード排出源に対してはほとん

ど規制がなされていない。ＳＣＡＱＭＤが木炭着火液

を規制し、ヘアースプレイやデオドラントやそれに

類似した製品に関する公聴会を開始するという手段

を講じて、積極的に消費者製品やオゾンに関係する

主要な汚染物質発生源を規制する運動を展開した時

に、消費者製品メーカーは、ＳＣＡＱＭＤから規制権

限を剥奪することに成功した。同様に、当時、カリ

フォルニア州も面排出源からの排出に寄与する小型

エンジンの規制についてはほとんど何もしなかった。

航空機、船舶、列車などのオフロード移動排出源は、

一般にＳＣＡＱＭＤの管轄外を起源とするため、連邦

政府が規制する方が妥当である。１９８７～２０００年に米

国政府は、それらの排出源の数が増加しているにも

かかわらず、国際海事契約、州間商事要件、航空機

の安全問題に言及して、それらを規制する措置を全

く講じなかった。

　３－４　排出削減規制の設定

　南岸部大気区域内の点排出源を規制する権限は、

ＳＣＡＱＭＤに帰属する。オンロード移動排出源を規

制する権限はＣＡＲＢに帰属する。大気質管理計画で

は各機関が厳格な規制を定めた。後にそれぞれの機

関が当該規制を取り入れてFig.2に示す大気質改善

につながった。積極的な大気質管理計画が策定され

た地域でも、規制機関が初期計画の取り組みの後に

大気質管理プロセスの一環として有意義な規制を導

入することを怠ったところが多い。場合によっては、

計画、規制、強制に携わる政府機関は、完全に分離

されている。

　３－５　排出削減規制の実施と強制

　１９８７年にＳＣＡＱＭＤは、約６００名を雇用した。この

地域で積極的な大気質管理プロセスが導入されたこ

とに伴い、規制の強制を徹底させるために職員を

１，２００名に倍増した。産業界には達成すべき排出削

減量の通知を行い、新規規制の遵守徹底を図るため

に定期検査を実施した。年間合計罰金は約５０万ドル

から約２００万ドルまで増加し、その後１９９０年代中期

に減少した。しかし罰金額は最近、再び増加した ８）。

１９８７年～２０００年に見られた大気汚染度の低下の一因

は、強制強化にあったようである。

　ＣＡＲＢは、自動車排ガス規制を担当する。同委員

会の規制プログラムは１９６０年代後半に始まったが、

１９７０年代には連邦排出規制プログラムに遅れをとっ

てしまった。しかし、１９８０年代にはＣＡＲＢがガソリ

ン車排ガス規制設定プログラムを開始した。このプ

ログラムにより乗用車は、排ガス削減技術を搭載す

ることを強いられた。このプログラムは、連邦規制

プログラムの先をいくものであった。

　カリフォルニアのプログラムを具現化したものが、

南岸部大気区域の１９９０年度大気質管理計画の一環と

して設定されたゼロ・エミッション車の要件である。

その後、バッテリー駆動車が消費者の関心を引かな

いと分かった時にこの要件が改正されたが、今日の

スーパークリーン車の開発を促進した主な起爆剤は、

この要件であると評価する声がある。より厳格な自

動車排ガス基準の設定に伴い、ＣＡＲＢは、検査・保

守（Ｉ／Ｍ）プログラムと称する道路上の既存乗用車

の検査プログラムを作成した。このプログラムは、

乗用車に対して２年毎に検査を受けて排ガスレベル

が高すぎる場合には修理することを義務づけた。Ｉ

国際交通安全学会誌　Ｖｏｌ．２９，Ｎｏ．２ 平成１６年１０月（　）１０

ジェイムズ・レンツ８２

　＊３　ある道路条件下では自動車の吸気に含まれる排出物より
も排ガスに含まれる排出物の量の方が実際に少ないプロ
トタイプ車を、本田技研工業が製造した。実際には、こ
れらの自動車は、場合によっては空気を浄化しているこ
とになる。複数の自動車メーカーが超低排ガス車（ＳＵＬ
ＥＶ）という自動車を販売しているが、これらの自動車も
ほとんど排ガスを出さない。



／Ｍプログラムは当初から議論を呼んだ。米国の環

境保護庁は、Ｉ／Ｍプログラムの導入を強制するた

めにカリフォルニア州に経済制裁を行うことを提案

した。このプログラムは数回変更された。同プログ

ラムに伴い大幅な排出削減が実現されたが、その削

減率は初期の大気質管理計画で予定されたほどでは

なかった。

　１９９０年代には多少暗雲が立ち込めて、それが近年

の大気質悪化につながった可能性がある。より徹底

した強制と規制の厳格化を余儀なくされたＳＣＡＱＭ

Ｄが費用を値上げしたが、それに対して企業が猛反

発した。１９９０年代初頭のカリフォルニアの景気後退

が企業の不安を駆り立てて、結果的に、企業は州や

地元の政治家に対する影響力を強めた。こうした環

境下で、ＳＣＡＱＭＤは、規制権限を剥奪され、同区

の収入を上げる能力が制限されてしまった。その結

果、収入不足に陥り、１９９７年までにＳＣＡＱＭＤの職

員は約７４０名まで削減された。ＣＡＲＢも同様の問題

に直面した。ディーゼル燃料コストが高騰し、その

原因は、よりクリーンなディーゼル燃料の生産を義

務づけた規制にあると非難が出た時に、同委員会は

委員長を交代した。１９９７年以降、職員数が大幅に増

加することはなかった。ＳＣＡＱＭＤは現在、収入不

足に直面している。

　３－６　必要に応じて行う大気質改善の進捗状況

の審査と大気質管理計画の改訂

　前述したように、１９７０年の米国大気浄化法改正案

に規定された大気質基準遵守期限（１９７５年）が守られ

なかったため、１９７７年に同法は改正され、汚染度が

最も高い地域の同基準遵守期限が１９８７年に延長され

た。同じようにほとんどの大都市圏でもこの期限は

守られず、１９９０年の大気浄化法改正でも汚染度が最

も高い地域でのオゾン基準遵守期限をその地域の問

題の深刻度によって２００６年か２０１０年に延長した。米

国大気浄化法には、各地域にその大気質管理計画を

日常的に審査し、それを改善することを規定した条

項はない。各地域は、一つの計画を導入して、それ

を連邦政府に提出したが、タスクに十分取り組むこ

とをせず、期限は守られなかった。カリフォルニア

は、１９８８年に独自の大気浄化法を採択した９）。カリ

フォルニアが取ったアプローチでは、統合された計

画（この計画については次章で説明する）と３年毎の

新規計画の提出を義務づけた。この新規計画の目的

は、過去３年間の進捗状況を審査し、大気質改善目

標を達成するために必要な調整を行うことにあった。

　この反復プロセスは、カリフォルニアの実情を追

跡する上で有効であった。カリフォルニア外の地域

の場合、１９８０～１９８２年の期間内に、１９７７年に大気浄

化法に定められた要件に従い大気質管理計画（ＡＱＭ

　 Ｐ：米国連邦政府はこの計画をＳＩＰと呼ぶ）が完了し

ていたようであるが、多くの場合、１９８７年の遵守期

限が切れるまでに効率的な審査が行われなかった。

そこで約９年サイクルで審査が行われるようになっ

た。このアプローチのために多くの地域で大気質改

善が進まず、最悪のケースでは、一部地域で長期に

わたり厳しい大気質規制を意図的に忌避することが

許された。

　上記の６ステップが実行されると、南岸部大気区

域で大気質が大幅に改善されることが証明されてい

る。しかし、近年では大気汚染をこうむる人の割合

が上昇しており、方法の改善が求められている。

　４．全ての汚染物質や媒体間の大気質管理計画の

統合および大気管理計画と他の地域別計画と

の統合

　大気浄化法により、米国では全体的な大気質改善

につながった１０）。カリフォルニアでは、カリフォ

ルニア大気浄化法を制定したことで、１９７７～２００１年

には許容不能な大気汚染にさらされる人の割合が７５

 ％以上削減された。この前進の一方で、米国では二

つの連邦指令の遵守期限があるにもかかわらず、過

去３０年間、全ての大気質基準を満たした大都市はほ

とんど皆無である。　さらに困ったことには、米国

の最も汚染度が高い都市は、１９９０年の大気浄化法改

正案に定める遵守期限を設定する三度目の努力さえ

も怠っているようである。Fig.2に示すように、南

岸部大気区域では公衆の大気汚染にさらされる人の

割合が上昇している。この事実は、重要な問題を提

起する。人口や経済活動が拡大しつづける中で大気

質を引き続き改善するには何を行う必要があるか。

２００２年に米国議会がこの問題の審議を米国学術研究

会議（ＮＲＣ）に要請した。その報告書は、完成した

ばかりである１１）。これまで以上に統合された計画

を大気質管理に盛り込む必要があるというのがその

報告書の主な結論である。

　統合された計画の必要性を例証する上で紹介でき

る逸話は数多く存在するが、主にロサンゼルスの取

り組みから引用した四つの例が米国学術研究会議に

よるこの結論を支持している。

　４－１　クロロフルオロカーボンと低ＶＯＣ塗料

Ｏｃｔ.，２００４ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．２９，Ｎｏ．２ （　）１１

大都市における大気質管理 ８３



　南岸部大気区域でのオゾン発生主因の一つは、家

庭用塗料や各種工業製品の製造段階で使用される被

覆剤などの表面被覆用製品からの反応性有機化合物

の排出にあった。ＳＣＡＱＭＤは、それに対応して

１９８０年代後半に規制を導入したが、この規制は当時

の技術に基づき、塗料に使用される通常の反応性有

機化合物に代わってクロロフルオロカーボンの使用

を規定したものであった。しかし、この規則が発端

となり、クロロフルオロカーボンの使用量を削減し

て成層圏のオゾン層を保護する世界的試みが一気に

広まった。規制は改正され、クロロフルオロカーボ

ンを使用しない新技術が開発されたが、規則策定プ

ロセスにおいてより総合的な検討をしていれば、こ

の一時的な問題は回避されたであろう。

　４－２　ＭＴＢＥとガソリン／揮発性有機化合物水

溶液

　コロラド州大気汚染管理局に続いて米国政府も確

認したこととして、オキシジェネイト（ｏｘｙｇｅｎａｔｅｓ）

という酸素を含む有機化合物をガソリンに添加する

と、大気汚染物質の排出削減が促進される。ただし、

オキシジェネイトが水に溶け易いという事実は考慮

されなかった。そのため、最も一般的に使用されて

いるオキシジェネイトであるＭＴＢＥ（Ｍｅｔｙｌ‐Ｔｅｒ-

ｔｉａｒｙ‐Ｂｕｔｙｌ‐Ｅｔｈｅｒ）含有ガソリンが地下貯蔵タン

クに注入された時、そのタンクが漏れていて、多く

の重要な飲料水源で潜在的発ガン物質であるＭＴＢ

Ｅが検知され始めた。これに対応して多くの州がＭ

ＴＢＥを禁止した結果、重要な大気浄化プログラム

が後退する結果となった。大気質プログラムと水質

プログラムがうまく連携できていれば、漏れのある

地下貯蔵タンクを交換する現在のプログラムが完了

するまでＭＴＢＥが注入されることはなかったかも

しれない。

　逆の例では、南岸部大気区域の水質担当機関が水

源から出る揮発性有機化合物の蒸発を助けるために

大気中に水を散布することに決めた。このプロセス

は、同大気区域での大気質管理プロセスを妨げる可

能性があり、その後大きな議論を呼んだ。いずれの

場合も、大気質関連と水質関連の考慮すべき問題を

統合していれば、それが有益であると分かったはず

である。

　４－３　南岸部大気区域での週末のオゾンレベル

　南岸部大気区域の大気質データに見られた重要な

統計として、週末のオゾン基準違反の改善ペースは、

平日より遅い。いくつかの研究によれば、その原因

は週末に走行するトラックの数が平日ほど多くない

点にある１２）。トラックが排出するＮＯｘが平日のオ

ゾンレベルを抑制している可能性がある。週末には

ＮＯｘ排出量が減少するため、それが原因で、実際

にオゾンレベルが上昇するのかもしれない。この議

論は、１９８０年後半に南岸部大気区域でなされた議論

に由来する。後者の場合、地元の電力会社が発電所

からのＮＯｘ排出量を減らすとオゾンレベルが上昇

するので、減らすべきではないと主張していた。カ

リフォルニア大気資源委員会とＳＣＡＱＭＤは、ＮＯｘが

大気中で微粒子に変わること、カリフォルニア州の

多くの地域が微粒子や視界不良の問題に悩まされて

いることなどを理由に、最終的にはＮＯｘを規制す

ることに決めた。米国大気浄化法では、各種汚染物

質に対する大気質計画の統合を義務づけていない。

そのため、米国大気浄化法に従い業務を遂行する規

制機関は、他の大気汚染物質への影響を考慮せずに

汚染物質別の大気質計画を作成することができる。

　４－４　自動車購入傾向と大気質

　前述したように、南岸部大気区域での一般的オゾ

ンレベルは、２０００年以降上昇の一途を辿っているよ

うである。現段階では、原因は明確に特定されてい

ない。しかし、最近のカリフォルニア市民や全米国

民は大型スポーツユーティリティ車を購入する傾向

があり、ＳＣＡＱＭＤは、少なくともそれが一因であ

ると主張している。その背景には、カリフォルニア

や米国の他地域では、乗用車よりもスポーツユーテ

ィリティ車の方が規制が軽かった点がある。移動排

出源からの大気汚染物質排出モデルでは、スポーツ

ユーティリティ車の使用量が増えると、大気汚染物

質の排出量が増えるということを完全に説明するこ

とはできない。この問題は、カリフォルニアではあ

る程度是正された。今後は、スポーツユーティリテ

ィ車も全乗用車と同じ大気質基準を満たすことが求

められる。しかし既に何百万台というスポーツユー

ティリティ車が走っており、その数を大幅に減らす

のに１０年はかかるといわれるので、この解決策では

十分でない。大気質計画と自動車購入傾向がもっと

統合されていたならばこの問題は回避できたかもし

れない。

　カリフォルニアでは、一つの包括的大気質管理計

画で全ての大気汚染物質を処理することを義務づけ

たことで、各汚染物質を個別に処理してきた米国の

他の多くの地域よりも生産的な意思決定が可能とな

った。しかし、カリフォルニアの法律は、これまで、
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大気質、水質、固形廃棄物の取り扱い、交通、都市

発展計画を十分統合することを義務づけてはいない。

　５．２０００～２００４年の大気質劣化

　前述したように、２００１年以降、南岸部大気区域で

は大気質が劣化の一途を辿っているようである。大

気質改善に逆行したこの動きの潜在的理由について

は前述したが、上記劣化の理由は、明確に立証され

ていない。考えられる理由としては以下がある。

　�経済的理由で、１９９５年以降、ＳＣＡＱＭＤが積極

的な強制を鈍化させたり人員削減を行ったことが汚

染物質が増加した一因である可能性がある。

　�厳格な交通削減プログラムや消費者向け溶媒の

規制を強制する権限がＳＣＡＱＭＤから剥奪されたこ

とと、その後に、消費者製品に関する権限を引き継

いだカリフォルニア大気資源委員会が十分な追跡検

査を行わなかったことが問題の一因である可能性が

ある。

　�南岸部大気区域での大型スポーツユーティリテ

ィタイプ車の急激な増加とアジアからの製品輸入増

加に伴うトラック交通量の増加が考えられる一因で

ある。

　�週末のオゾン測定値の増加によって証明されて

いるように、排出されるＶＯＣとＮＯｘの混合物、そ

れらの排出位置やタイミングが重要な役割を果たし

ている可能性がある。

　最近の大気汚染悪化の原因を明確に特定する必要

がある。さらに、この問題の理由を確認し、問題を

緩和する為の綿密に練られた科学的大気質管理プロ

セスが必要である。

　６．結論

　２１世紀に入り、大気質目標を最終的に達成するた

めにアメリカ国内で、また、ロサンゼルス地域で講

じるべき適正な措置とは何であろうか。二つの重要

な措置が提案されている。

　一つは、強制に真剣に取り組んでTable 1に概説

する六つの要素を継続することである。１９９０年代後

半に南岸部大気区域でダウンサイジングや産業界に

宥和する取り組みがなされたために強制力が失われ

てしまい、それがペースの減速や大気質改善に逆行

する動きの一因となっている可能性がある。

　二つ目は、大気質計画を統合性の高いものとする

ことである。大気質コミュニティ内で、大気質を改

善する上で必要な全ての事柄を一括して検討すべき

である。これには、酸性沈積物、成層圏でのオゾン

層破壊、視界不良、潜在的な地球温暖化のほか、都

市部での大気質基準遵守違反の問題が含まれる。ま

た、最も効率的な結果を得るには、大気質プログラ

ム、水質プログラム、生物複雑性プログラム、固形

廃棄物プログラムをある程度統合する必要がある。

新たな情報処理能力の導入により、米国で主要な大

気汚染改善の取り組みが始まった１９７０年時よりも幅

広い問題の考察が可能となる。最後に、さまざまな

環境問題の間で必要なリンクを明確にし、大気質管

理計画を導入する時にそれを考慮する必要がある。
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